
　

その後の対応
・児童生徒の経過確認（学年主任、学級担任）

・給食の中止をしなかった場合、その後の状況

により必要かどうかの再検討（校長、教頭）

・保護者への連絡（学年主任、学級担任）

・引渡し情報の共有（教頭、学年主任、学級担任）

・情報収集、記録作成（教務、養護教諭）

・教育委員会への報告（校長、教頭）

・報道対応（校長、教頭）

給食中止を決定する

・校内放送で一斉に給食

中止を周知する。

救急搬送を要請する

（１１９番通報）

給食を継続
・発症状況を報告

給食の喫食が可能か？

救急搬送は必要か？

応急処置を行う

健康被害はあるか？

病院へ搬送
・病状について詳しく伝えられる担任又は

他の教職員が同行

・搬送先の病院を確認し、状況について

対応責任者に報告（同行者）

・保護者への状況説明（保護者が病院に

来られない場合は症状や医師の診断結

果等を説明）

児童生徒の健康被害の有無を確認
・児童生徒の健康状態確認 ・管理者へ報告（発見者）

・給食中止の検討（校長、教頭） ・教職員への周知

学校給食等における異物混入への対応
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○調理場においては、食中毒防止と同様、学校給食衛生管理基準に基づき防止に努める。

○発生時の関係機関への連絡体制を整え、混入があった場合は、児童生徒の健康被害の有無を確認するととも

に、関係機関へ速やかに報告する。

〇関係機関と連携し、原因究明と再発防止に努める。

対応方針

□ 学校給食衛生管理基準に準じた施設・設備の衛生管理と調理の過程等における衛生管理

□ 責任者による給食30分前の検食の実施と異物混入が発生した場合の連絡体制の整備

□ 配膳室等給食の保管場所の施錠と教室での配膳における学級担当等の管理・指導

【事前の危機管理】

【発生時の危機管理】

異物混入・異臭等発生

□ 危機対応の検証 □ 再発防止策の検討 □ 報告書の作成 □ 教職員間での情報共有

□ 危機管理マニュアルへの反映 □ ヒヤリハット事例への反映 □ 保護者への通知文の発出

【事後の危機管理】

混入した異物等により判断する。

ない

嘔吐、吐き気、下痢、

腹痛、気分が悪いか

等の症状確認

あり

大宮学校給食センター及び教育委員会へ連絡
・発症状況を報告

・他の受配校に発生状況を確認

※共同調理場方式の場合

ある

ない

可能 不可能

危機等発生！


